[bookmark: _GoBack]特別区　婦人相談　若年被害女性等　支援件数アンケート　回答概要（中間報告）
令和元年１２月１３日現在

　目的　　　　　特別区の婦人相談員の活動実態について、厚労省検討会等に情報提供し、検討に反映させるため
　回答対象期間　平成３１年４月１日～令和元年８月３１日　（４月１日時点で支援開始しているケースも含む）
　対象者　　　　１０代～２０代の女性　　

１　配布先
　　東京２３区内　各女性相談所管課　　４４箇所
２　回答状況
　　　回答　有　　　１８区（７８％）　　（内訳　３０箇所、相談員４４人）
　　　　　　無　　　　５区（２１％）　　（内訳　１４箇所、相談員５０人）
３　集計

　（１）設問１　他自治体からの相談者の経路別件数（どこを経由してきたか　直近の経由機関）
電話相談のみも含む
	直接来所
	９２
	５０％

	警察
	１１
	６％

	保健師
	２４
	１３％

	児童関係
	１４
	８％

	障害関係
	０
	０％

	弁護士
	３
	２％

	法務関係
	１
	０％

	民間団体
（うちモデル事業団体）
	１３（５）
	７％

	その他※
	２５
	１４％

	計
	１８３
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※１　その他/具体例：病院、福祉事務所、親族、
医療機関、大学、都教育委員会、ＣＷ、難民支援団体

（２）設問２　保護依頼機関（延べ件数）　複数回答あり
	女性相談センター
	５９
	２８％

	宿提・宿泊所
	４２
	２０％

	民間施設
（うちモデル事業団体）
	１４（０）
	７％

	その他（機関名）※２
	４１
	２０％

	無回答
	５２
	２５％

	計
	延２０８
	











※２　その他/具体例：母子生活支援施設（一般/緊急）、
更生施設（一般/緊急）、慈愛寮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＷＡＫＵＷＡＫＵホーム、日大板橋病院、婦人寮、
知的ＧＨ、病院、婦人保護施設（委託）、
区内緊急施設


（３）設問３　一人当たりの入所機関数（保護施設数）

	１機関
	４９
	３９％

	２機関
	４１
	３３％

	３機関
	１０
	８％

	４機関
	６
	５％

	５機関
	２
	２％

	その他※３
	１７
	１３％

	計
	１２５
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※３　その他/具体例：相談のみ、利用なし、７機関


（４）設問４　支援の終結（終了後の行き先）
	アパート転宅
	３８
	２１％

	帰宅
	３６
	２０％

	知人・知人宅
	７
	４％

	帰郷
	１３
	７％

	支援継続中
	６４
	３５％

	その他※４
	２３
	１３％

	計
	１８１
	


　　









※４　その他/具体例：母子生活支援施設、
福祉事務所（生活保護/施設入所）、
行方不明（相談のみ、失踪、女相利用拒否、
他自治体に転出、身体障害者ＧＨ、婚姻）
　

４　設問５　その他保護施設等について（自由回答）　
	はい
	いいえ

	３０（７９％）
	８（２１％）


　　　　①区費の有無

　　　　　　　　　　　　　　はいの例示　移送費、所属所有の携帯
　　　　②１７歳以下の単身女性を保護
	はい
	いいえ

	４（１０％）
	３５（９０％）


　　　　　　　　　　　　　　→具体的ケース　有（４）　無（３５）
　　　　③ケース例
　　　　　　　　　　　　　　成功事例　　３　　　困難事例　　１２
件数	
アパ転	帰宅	知人・友人宅	帰郷	支援継続中	その他	38	36	7	13	64	23	
件数	
直接来所	警察	保健師	児童関係	障害関係	弁護士	法務関係	民間団体	その他	92	11	24	14	0	3	1	13	25	
件数	

女性相談センター	宿提・宿泊所	民間施設	その他	無回答	59	42	14	41	52	
件数	
１機関	２機関	３機関	４機関	５機関	その他	49	41	10	6	2	17	
